
文教・警察常任委員会

◎ 開催日時 平成 24 年３月 12日（月） 11 時 37 分～14 時 15 分

◎ 開催場所 第五委員会室

◎ 説明員 教育長および関係職員

◎ 議事の概要

【教育委員会所管分】

１ 付託案件

（１）議第 46 号 滋賀県市町立学校の県費負担教職員の定数に関する条例の一部を改

正する条例案

[結果] 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。

（２）議第 47 号 滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

案

[結果] 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。

（３）議第 48 号 滋賀県立近代美術館条例の一部を改正する条例案

[結果] 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。

（４）議第 49 号 滋賀県立琵琶湖博物館の設置および管理に関する条例の一部を改正

する条例案

[結果] 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。

（５）議第 57 号 権利放棄につき議決を求めることについて

[結果] 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。

（６）議第 58 号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて

（滋賀県立栗東体育館）

[結果] 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。

（７）議第 59 号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて

（滋賀県立虎御前山教育キャンプ場）

[結果] 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。



（８）議第 60 号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて

（滋賀県立比良山岳センター）

[結果] 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。

（９）議第 61 号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて

（滋賀県立伊吹運動場）

[結果] 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。

２ 所管事項調査

（１）滋賀県スポーツ推進計画の策定に向けた取り組みについて

（２）近江の仏教美術等魅力発信検討委員会報告書について

３ 一般所管事項調査

委員からは、学校現場、教育委員会が両輪となって学力向上に取り組まれたい、

などの意見が出された。

委員会で配付された資料

１ 滋賀県市町立学校の県費負担教職員の定数に関する条例の一部を改正する条例

案要綱

２ 滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案要綱

３ 滋賀県立近代美術館条例の一部を改正する条例案要綱

４ 滋賀県立琵琶湖博物館の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

要綱

５ 指定管理者選定委員会における候補者の選定結果概要

６ 滋賀県スポーツ推進計画策定に向けての取組について

７ 近江の仏教美術等魅力発信検討委員会報告書について


